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〇役場の年末年始の業務について（総務課） 

役場の年末年始の業務につきまして、年末の業務は、１２月２７日金
曜日、午後５時１５分まで、年始の業務は、１月６日月曜日、午前８時

３０分からになります。 

 １２月２８日土曜日から１月５日日曜日までは、業務をお休みさせて
いただきますので、ご理解とご協力をお願いします。 

 なお、休みの期間中、緊急を要することや、出生届、死亡届等、戸籍

の届出については、賀陽庁舎日直または宿直の職員が対応させていただ

きます。 

 

〇火災予防（総務課）  

最近、全国的に、住宅火災が急増しています。ストーブの消し忘れ

や、タバコの不始末などのほか、延長コードやモバイルバッテリーとい

った、電気機器が原因となる火災も増えています。火の取り扱いには十
分注意していただくとともに、使用している電気機器に劣化や故障がな

いか、ご確認をお願いします。また、屋外におけるたき火火災にも、注

意が必要です。たき火等を行う場合には、消防署への事前の届け出が必
要となります。届け出に関することは、岡山市西消防署吉備中央出張

所、電話０８６７－３４－０１１９までお問い合わせください。 


